
※ 契約者は保護者です。 

令和３年２月  

 佐野市立○○○○学校保護者 様 

 

佐野市小中義務教育学校ＰＴＡ連絡協議会長  堀 川 悦 郎  

佐野市教育委員会教育長           津布久 貞 夫  

佐野市立小・中学校長会長          酒 井 康 行  

佐野市立○○○○学校長           ○ ○ ○ ○  

佐野警察署長                神 山 政 明  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ フィルタリング・・・インターネットで閲覧できる内容を制限すること 

※ ペアレンタルコントロール・・・保護者によってスマートフォンの利用を制限できる機能 

スマートフォンや携帯電話、携帯ゲーム機等を使

った不適切なインターネットの利用により、ＳＮＳ

上のいじめ、個人情報の流出、不適切な写真や動画

の投稿、性犯罪被害、ネット依存、ゲーム依存、生

活習慣の乱れ等の問題が生じています。 

これらの危険から子供たちを守るため、以下の点

について、御理解と御協力をお願いします。 

佐野市の子供たちを守り、育てるために、 

スマートフォン・携帯電話等のトラブル防止について 

家庭でしっかりと話し合いましょう。 

 

◎ネットトラブルの危険からお子様を守るために、 

今、保護者ができる４つのポイント 

✓ 家庭のルールをお子様と一緒に作りましょう。 

✓ 率先してマナーを守り、お手本になりましょう。 

✓ フィルタリングやペアレンタルコントロールを 

上手に活用しましょう。 

✓ お子様の利用状況を確認しましょう。 



○佐野市教育センター 教育相談専用電話 

       ０２８３－２０－３０４８ 

※ 様々な悩みや困りごとに対応しています。 

○２４時間子供ＳＯＳダイヤル（文部科学省） 

       ０１２０―０－７８３１０ 

※ 毎日２４時間対応しています。 

○子どもの人権１１０番 

       ０１２０－００７－１１０ 

※ 最寄りの法務局につながります。 

 
○チャイルドライン 

（ＮＰＯ法人チャイルドライン支援センター） 
       ０１２０－９９－７７７７ 

※ 毎日１６時～２１時につながります。 

参考資料：文部科学省ホームページ 

       ０２８３－２０－３０４

８ 

※ 様々な悩みや困りごとに対応し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

１
ＳＮＳ等で知り合った人に直接会おうと誘われた。 

⇒ 知らない人とは絶対に会いません。 

２
写真、名前、住所、電話番号、メールアドレスを教えてほしいと頼まれた。 

  ⇒ 個人情報は絶対に明かしません。 

３

チャットで嫌な書き込みをされた、迷惑メールが送られてきた、 

トラブルに巻き込まれた。 

  ⇒ 一人で悩まないで、家族や先生に相談しましょう。 

４
利用した覚えのない有料サイトの利用請求書がメールで送られてきた。 

   ⇒ お金は絶対払いません。 

 

 相 談 窓 口  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

【 相 談 例 】 

・スマホ等から有害サイトにアクセスして、

トラブルになってしまった。 

・インターネットで知り合った相手に裸の写

真を送ってしまった。 等 

 

○ヤングテレホン（栃木県警察） 

       ０１２０－８７－４１５２  

※       ＃9110 でも最寄りの警察の相談窓口

につながります。 

 
○「まもろうよ こころ」（厚生労働省） 

https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/ 

※ 電話やチャットなど、いろいろな相談窓口を紹介

しています。 

もしもあなたが悩みや不安を抱

えて困っているときには、気軽に

相談できる場所があります。 

学校も社会も、あなたの気持ち

に寄り添い、一緒に考えてくれま

すよ。 

https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/

